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11月26日第 13回弁論参加を
10時 15分高松駅西側公園に集合

立川地裁4階 405法廷で午前11時開始
　来る 11 月 26 日（木）の法廷では，弁護団が健康被害に
ついて主張する予定です。
　弁護団を応援する意味でも，被告国に横暴な主張をさせな
い意味でも，傍聴にご協力ください。
　裁判所に行くのが身体的にきつい方は，車での送迎も検討
しますので，下記電話にお申し出ください。
　事前集会は 10 時 15 分～緑町北公園です。
◇連絡先電話：090-4951-0800（福本携帯）

　裁判当日は，いつも裁判開始前に緑町北公園で簡単な集会
を行っています。集会では，弁護団の先生や原告団，横田・
基地被害をなくす会の役員が，当日の裁判内容や基地の状況
などを説明し，隊列を組んで裁判所に向かいます。また，当
日の裁判内容（主に原告側が裁判所で主張する内容）をニュー
スにしてお渡しします。ぜひご参加ください。
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岩国でも「基地被害は
違法」の判決 (地裁 )

　去る 10 月 15 日，岩国基地で初めての基地騒音訴訟
の判決が示された（原告数 654 名）。
　山口地裁岩国支部での判決は，「国は原告らに対し，
過去に発生した騒音被害に限って約 5 億 5800 万円を
支払え。」「米軍機や自衛隊機の飛行，米空母艦載機移
転の差し止めは認められない。」「住民は過去に会話や
睡眠を妨げられたり，頭痛などの健康被害にさらされ
たりする精神的被害を受けたが，将来については被害
額を算定するデータがない。」といったものだった。
　過去分の被害についての違法性は認めたが，被害の
原因となる飛行差し止め部分については，またも踏み
込むことができなかった。
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　一方，（海に面している）岩国飛行場が，提訴後に埋
め立て工事によって沖合に１km 移設したことから，移
設後の被害地域を狭めて見積もったこと，2018 年から
の米空母艦載機の訓練が厚木から移ってくることにつ
いて何の斟酌（しんしゃく）もなかったことは，問題
視しなければならない。
　特に前者の判断について，裁判所が何の科学的根拠
も示さなかったことに，大いに不満が残った。
　いずれにせよ，原告団は飛行差し止めが認められな
かったとことが主な理由で，被告・国側は賠償金部分
が認めがたいという理由で控訴した。舞台は，広島高
裁に移ることになる。　　　　　　　　　　　（事務局）

　　　　　　　↑
← 10/15 岩国判決と報告集会→

10/16 岩国基地フィールドワーク
…厚木の部隊の岩国移駐に備えた
工事が行われ，日米の軍用機が交
互に訓練飛行を行っていた。
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10/14 CV-22 横田基地配
備に当たっての環境レ
ビューが公表された

　2013 年 7 月に米太平洋空軍司令官が発表した CV-22
オスプレイの横田基地配備の可能性は，今年 5 月に「決
定」の接受国通報があり，現在に至っている。
　この間，私たちは様々な団体・人々とともに，危険
な飛行機の横田基地配備に反対してきたが，この 10 月
14 日，環境レビューなるものが防衛相を通して発表さ
れた。環境レビューとは…
　環境レビュー前文には，この文書について，以下の
通り書かれている。
　米空軍特殊作戦コマンド（ＡＦＳＯＣ）は，横田飛
行場へＣＶ－２２を配備するに当たり，環境レビュー
が必要であると判断した。本環境レビューは，以下に
従い作成されたものである：
　●大統領令第１２１１４号「連邦政府による主要な
　　行動による海外での環境への影響」
　●連邦規則集（ＣＦＲ）第３２巻パート１８７「国
　　防省の主要な行動による海外での環境への影響」
　●連邦規則集（ＣＦＲ）第３２巻パート９８９「環
　　境影響分析プロセス（ＥＩＡＰ）」
　●国防省指令第６０５０．７号「国防省の主要な行動
　　による海外での環境への影響」
　また，本環境レビューは，日本環境管理基準（ＪＥ
ＧＳ）も考慮して作成された（在日米軍２０１２）。日
本環境管理基準（ＪＥＧＳ）は，日本国内の国防省施設・
区域に対し，具体的な方針，処理手続，環境面で遵守
すべき基準を示すものである。これは，在日米軍により，
日本に所在する国防省施設・区域が，人体の健康及び
環境を確実に保護するよう作成された。日本環境管理
基準（ＪＥＧＳ）は環境に関する分析を行うものでは
ないが，本環境レビュー作成に当たって検討に入れら
れた。
　つまり，横田基地へ CV-22 オスプレイを配備するに
あたって，米軍側（米空軍特殊作戦コマンド）が環境
への影響について考察した結果を公表したということ
なのである。
　防衛省は，米軍の発表した原文を「仮訳」して（仮
訳の主体が日本側か米側かは明らかではない）横田基
地周辺自治体の 5 市 1 町に 10 月 14 日に届けて説明し

たということになっているが，この文書は約 130 ペー
ジのもので，全文を読んで評価・分析するには時間が
かかるし，理解するのにも時間がかかる。
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　そ こ で， 横 田・
基地被害をなくす
会 の 会 員 で あ り，
厚木基地を考える
会ニュース発行人
でもある矢野亮氏
に了解をもらって，

「厚木基地を考える
会ニュース」に掲
載された「環境レ
ビュー」を考察し
た結果を転載する
ことにした。（以下
が転載文）
〇日付についての疑問
　10 月 15 日，「CV-22 の横田飛行場配備に関する環
境レビュー」が防衛省のホームページに掲載された。
私は南関東防衛局のホームページのお知らせでその報
に接したのだが，防衛省は 14 日に関係する自治体に説
明を行った。
　レビューの日付は 2015 年 2 月 24 日になっている。
この時点で米軍は配備を公表しているということだろ
うか。防衛省が CV-22 の接受国通告を受けたのが 5 月
11 日。このときには（米軍がレビューを準備していた
のはもっと前だろうが）政府も配備について知ってい
たということだろうか。それならば事実を隠していた
ことになる。さらにレビューの日付から発表まで 8 ヶ
月近く遅らせている。まずは，このことについて納得
のいく説明を防衛省と米軍から求めなければならない。
〇これは日米協議の提案
　防衛省の果たすべきことはまだある。普天間の場合
は，CH-46 の後継機としての配備とされた。それで
も日米安保条約の交換公文にある「配置の重要な変
更」であり事前協議の対象であると思うが，横田への
CV-22 配備は全く新たな部隊の配置である。当然，政
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府間での協議事項であるから，横田レビューは，それ
に向けた米軍の提案と考えられる。防衛省としては，
これが日米の安全保障にどう関わるのかを米国側に質
さねばならない立場なのである。
〇示されていない配備の理由
　そのような性格の文書であるにもかかわらず，なぜ
CV-22 を配備しなければならないのかという問には，
ほとんど答えていない。
　「米空軍特殊作戦コマンド（ＡＦＳＯＣ）が，太平洋
地域においてより強化された能力を獲得するため，横
田飛行場に CV-22 を配備するというものである。」こ
のわずか 2 行である。そして後段には，「もし配備しな
ければ安全な任務遂行に影響が出るだろう。任務に要
する時間が長くなるため，特殊作戦部隊及び米国市民
の安全がより重大な問題となり得る。」と書いている。

（傍点は筆者）特殊作戦コマンドが，どのような場合に
運用され，それが日米安保とどう関わるのか，その点
については何も語っていない。そして語られているの
は日本国民の安全ではなく米国市民の安全だけである。
もっとも，米国市民の安全ですら怪しいのだが。
〇安全性に関する記載をカット
　日本国市民の安全を考えていないことは，2012 年 4
月に出された「普天間飛行場への配備・運用に関わる
レビュー」が 233 ページであったのに比べて，今回の
横田レビューは 131 ページと，100 ページあまり減ら
していることにも現れている。オスプレイの機体に関
する記述が大幅にカットされているのだ。2012 年 10
月に配備して以来 3 年経過していることからも，あら
ためて説明する必要はない，オスプレイは安全だとい
うのがその主張なのだろう。しかし，防衛省としては，
これまで自治体や市民団体に答えられなかった事項に
ついてきちんと載せてくださいよと言わねばならない。
独自の調査をせずに，米国側の報告に頼ってきたのだ
から尚更だ。ハワイでの事故はレビュー（が 2 月に作
成したとすれば）の後だったから書いていないという
言い訳はあるかもしれないが，それにしても事故の項
が，ほとんどバードストライクで埋められているのに
はあきれてしまう。自分が鳥ということもあるが，こ
れまでの事故の原因もすべて鳥のせいだとでも言うか
のような書きぶりである。
〇機体の欠陥についても説明せず
　下降気流を発生させることについても，土・砂地で
は降りられないと事実を書かせるべきである。
　5 月の事故の原因については，着陸時に砂を吸い込ん
だことや，金属の微粒子を吸い込みそれがエンジンに
付着したため出力停止につながったという情報もある。
排気熱については「ケイ酸塩処理や排気熱にさらされ
る時間が５分を超えるすべての箇所のコンクリートの
改良といった，航空機に適応するための表面処理が必
要となる」という記述があるが，これも機体の特徴と

共に記載されなければ，運用中での思わぬ事故につな
がる可能性がある。この程度の記述に終わらせること
自体，まじめにレビューを書いているのか疑問に思え
てくる。芝生の上に降りると火災を起こすこともある
が，何せ，特殊作戦用だから，降りる場所まで考慮す
る必要はないということなのだろう。つまり，災害救
援等ということは全く考えていないということだ。
〇どこでどのような訓練をするのか
　訓練区域として，東富士演習場，ホテルエリア，三
沢対地射爆撃場，沖縄の訓練場，アンダーセン空軍基地，
韓国烏山空軍基地周辺のピルサン・レンジ（Pil Sung 
Range）があげられているが，それぞれの区域でどの
ような訓練をするのかが不明である。ホテルエリアと
いうのは，新潟，群馬，長野などを含む空域だが，そ
のどこをどのように飛ぶのかを明確に示させる必要が
ある。また，日本政府はともすれば「沖縄の負担軽減」
を口にするが，それを言うのならば，CV22 がどの訓練
場でどの程度，どういう訓練が行われるのか具体的に
説明する義務がある。
〇当然騒音被害は増える
　加えて騒音の問題がある。
　横田基地では爆音被害等についての訴訟が，40 年前
から続けられている。そして，裁判所は，その爆音に
よる住民の被害を認め損害賠償を支払う判決を出し続
けていることは周知の事実である。
　今回のレビューには，C-130 等従来機と比較した騒
音レベルが記載されているが 88db ～ 96db の数字が
並んでいる。また，現在の各騒音観測地点での数値も
表にして出されているが 90db ～ 110db を超える数値
になっている。だからこそ，裁判所の判断がある。
　そのような状況とデータを踏まえながら「提案され
ている措置によって生じる航空機騒音が著しい悪影響
をもたらすことはない。CV-22 の騒音レベルは，現在，
横田飛行場において運用されている航空機の騒音レベ
ルと同等である。」としている。仮に同等だとしても機
数が増えるにつれ騒音が増すのは当然なのだが，そこ
は表現していない。そして「CV-22 上空通過の際誘発
される騒音及び微細な振動がもたらす不快感が若干増
加する程度にとどまるだろう。」としているのは，低周

編隊飛行中の
CV-22 オスプレ
イ（上）（米空軍
事故報告書より）

【Ｐ５下段に続く】
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波音も含んでの結論としては，米軍としてはぎりぎり
の表現だったのだろう。
　住民側からすれば，「同等である。」という結論は「相
変わらずうるさいですよ。」ということで，「若干増加
する。」という表現は「さらにひどくなる。」と読むし
かない。言って見れば，これまで棒で叩いてきた上に
今度は蹴りも加わるけど我慢できる程度だろう︖と
言っているようなものだ。
　防衛省は，騒音は忍耐の限度内だと主張しているが，
周辺自治体は現状でも納得していないのだから，この
レビューで説得されることはよもやあり得ないだろう。
〇沖縄での調査内容を開示せよ
　低周波音についても，記述があるが，見過ごせない
のは「沖縄防衛局を通じて，日本国政府は，ヘリコプター

及びMV-22（CV-22 の海兵隊タイプ）による低周波
音（周波数 80Hz 以下）も具体的に測定している。」と
いう部分である。確かに，辺野古新基地建設に関わる
環境アセスメントで，低周波音についての記載がある
が，参考にする数値は全て米軍から提供されたものを
使っていて，普天間配備後に実態調査したものではな
い。ここにあるように「具体的に測定」しているので
あれば，是非その結果を公開して欲しいものである。
　期待していたわけではないが，せっかくのレビュー
もこれでは，安心して生活する権利を守るどころか，
この先ずっと米軍基地のために周辺住民の人権が踏み
にじられていくという宣言に他ならない。防衛省・外
務省はこのレビューを唯々諾々と受け入れていくのだ
ろうか。
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①弁護士登録年：平成２３年
②趣味：読書，映画鑑賞，カラオケ，
最近はギターの弾き語りを練習中
③横田基地訴訟について：集団的

谷村明子弁護士

③横田基地訴訟について：私の出身地は，神奈川県の
綾瀬市というところです。綾瀬市には，電車の駅もなく，
神奈川県内でも認知度の低い市ですが，実は米軍の厚
木基地があるところです（厚木市には厚木基地はあり
ません。）。
　私が生まれ育った家は，厚木基地の正門から５００
メートルくらいのところにあり，米軍機が飛ぶと騒音
と振動で，近所に止めてある車の防犯ブザーが誤作動
をするほどのところでした。私が，小学生のころに起
きた湾岸戦争の時は，ものすごい騒音だったと記憶し
ています。
　家は，築３０年だか４０年だかわからないような古
びた借家で，防音工事で内戸のガラスを厚くしたらガ
ラスの重みでレールが潰れ開かなくなり，窓ガラスを
厚くすれば窓枠が歪んだためか，窓を開けるたびに軋
むような音がする状態でした。
　米軍機の騒音被害を，身をもって経験した弁護団の
一員として，原告の皆様と裁判を闘っていきたいと思
います。今後ともよろしくお願いします。

石井光太弁護士

①弁護士登録：平成２４年
②趣味：テニス（予定），映画鑑
賞（最近では，「男はつらいよ」
をよく見ます。）

自衛権の行使を可能にする安保法案が成立しようとし
ています。法案が成立し，集団的自衛権の行使が認め
られれば，日本の自衛隊が，遠い国で米軍の行う戦争
に派遣される日も遠くはありません。そうなると，日
米軍事協力が進行し，自衛隊機が横田基地から中東の
戦争へと飛び立つことも，現実的危険として十分に考
えられます。
　安保法案に対しては，全国の若者や母親など，多く
の人が年齢や地位を超えて立ち上がり，廃案を訴える
姿が連日報道されています。アメリカとの軍事協力を
優先し，個人の生命や身体の健康を蔑ろにする国の姿
勢に対する明確なＮＯの意思表示だと思います。
命や健康よりも日米軍事協力を優先する政府の姿勢は，
政府がこれまで米軍の基地における協定違反行為に対
して抗議すらせず，周辺住民に犠牲を強いてきたこと
からも明らかです。
　この裁判では，このような人間軽視の政府の姿勢に
対して，安保法案ＮＯに負けないぐらい力強いＮＯの
声を突きつけたいと思います。

【Ｐ４下段から続く】

住所変更の場合は，
必ずご連絡ください

なくす会会員と原告団の皆様へ…住所変更がある場合は，
必ずお知らせください。特に，原告の方で家族に移動があ
る場合は，今後の立証に重大な影響がありますのでご注意
ください。なお，連絡は，事務所 FAX，事務所留守電，事
務局電話（090-4951-0800 福本携帯）にお願いします。
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写真で見る活動報告

　10 月 11 日、「砂川闘争６０周年現地集会」が開か
れた。言い出しっぺは「砂川平和ひろば」の福島京子
さん。京子さんは砂川基地拡張反対同盟の副行動隊長
として長く裁判
闘争を担った故・宮岡政雄さんの娘さんだ。
５年ほど前に、立川基地に面した持ち家に「砂川平和
ひろば」を開設した。砂川闘争を伝え聞き、懐かしみ、
あるいは散歩がてらにお茶とおしゃべりに立ち寄る人
がだんだん増えている。京子さんもさることながら、
この人びとの中から「６０周年をやろう」という声が
出た。同調した人達が集まって会議をもったのが７月。
砂川の現地でやるのだと、集会のメインタイトルは「砂
川の大地から、とどけ平和の声・・砂川闘争６０周年
現地集会」と決まった。素敵なポスタ－とチラシを立

川に住む韓国の青年詩人が作ってくれた。
　実に多彩な実行委員会で、言いたいことをいい、や
りたいことを自分が動いてやる。エッ！と言いたくな
る発想が飛び出す。「できるの？」と疑問符が出てし

10.11砂川現地集会レポート

【Ｐ７下段に続く】

9/21 低周波音学習会

9/12 国会包囲・辺野
古新基地阻止行動
（当原告団長も発言し
ました） 9/21 日米友好祭参加後に帰投するMV-22 オスプレ

イ。転換モードで基地管制塔西側を通過（上下）。
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経過報告と今後の予定（2015 年 9月 8日～）
＊ 9/8： 国 道 16 号 で 横 田 基 地 の ト ラ ッ ク が 空 薬 き ょ う               
　　　　269 個，実弾 1 個を落下させる事故発生
＊ 9/11：厚木・藤田団長通夜
＊ 9/12：厚木・藤田団長告別式
＊ 9/12：国会包囲・辺野古新基地阻止行動（挨拶）
＊ 9/13：Ｓさん宅（入間）騒音計設置・測定開始
＊ 9/14：MV-22 三沢から２機，岩国から１機，横田に着陸
＊ 9/15：MV-22 タッチアンドゴー実施
＊ 9/15：パラシュート降下訓練 20 時以降に 30 名降下
＊ 9/16：パラシュート降下訓練実施
＊ 9/16：オスプレイ横田配備反対連絡会
＊ 9/17：立川市・昭島市・福生市・瑞穂町に 9/21 低周波音
　　　　学習会への参加要請
＊ 9/18：MV-22，３機中２機が岩国経由で普天間に帰投
＊ 9/18：安保・地位協定とオスプレイと―どうなる横田基地
　　　　―講演
＊ 9/19 ～ 9/20：日米友好祭（自衛隊機展示 11 機で過去最多）
＊ 9/19：立川防災航空祭開催
＊ 9/19：低周波音測定用スピーカー受領
＊ 9/20：渡嘉敷先生迎え～Ｎ宅に騒音計設置～測定開始
＊ 9/21：渡嘉敷先生基地周辺視察～学習会
＊ 9/21：MV-22，最後の１機が帰投
＊ 9/22：渡嘉敷先生に測定データ渡し～騒音測定継続
＊ 9/22：渡嘉敷先生送る
＊ 9/22：オスプレイ署名行動（昭島駅北口）
＊ 9/23：三鷹市・市議グループ基地案内と学習会
＊ 9/24：第 12 回弁論と進行協議
＊ 9/24：渡嘉敷先生：スピーカー返送
＊ 9/25：小松で騒音被害学習会（弁護団のみ）
＊ 9/26：低周波音測定終了
＊ 9/28：CV-22 オスプレイ配備反対陳情を都議会に提出
＊ 9/28：都議会各会派への要請
＊ 9/29：渡嘉敷先生の低周波音測定器返却

＊ 10/1：なくす会・原告団合同役員会議
＊ 10/5：Ｋさん宅（瑞穂）騒音計設置・測定開始
＊ 10/6：10/25 集会と爆音カレンダーの発送作業
＊ 10/7：弁護団・原告団会議
＊ 10/10：横田基地もいらない！市民集会
＊ 10/11：砂川闘争 60 周年現地集会
＊ 10/13：昭島市・拝島第二小学校騒音測定データコピー
　　　　　西東京共同ＬＯ届け
＊ 10/14：防衛省・北関東防衛局，「CV-22 横田配備に関す
　　　　　る環境レビュー」について５市１町に説明
＊ 10/15：岩国・地裁判決
＊ 10/16：全国基地連事務局長会議
＊ 10/19：オスプレイ横田配備反対連絡会
＊ 10/21：横田学習会・八王子
＊ 10/25：オスプレイ反対集会 in 多摩川中央公園（福生）　
　　　　　とデモ＝約 2,300 名参加
＊ 10/28：健康診断まとめ受領
＊ 11/1：オスプレイ反対署名（昭島駅北口）　
＊ 11/2：弁護団・原告団会議
＊ 11/5：9/21 低周波音学習会会計精算（新横田分）
＊ 11/5：砂川闘争 60 周年のつどい
＊ 11/10：オスプレイと飛行訓練に反対する東日本連絡会
＊ 11/12：なくす会，原告団合同役員会議

【今後の予定】
＊ 11/16：オスプレイ横田配備反対連絡会
＊ 11/18：横田基地案内（調布市西部公民館成人学級「教
　　　　　育フォーラム」）
＊ 11/26：第 13 回弁論と進行協議
＊ 12/5：米軍機の飛行差し止めを！オスプレイは米国に撤
　　　　  退しろ！ 12/5 神奈川集会
＊ 12/21：オスプレイと飛行訓練に反対する東日本連絡会
＊ 2016 年 1/29：新横田・現場検証
＊ 2/4：第 14 回弁論と進行協議

まうことも、いつの間にか実現してしまう・・・とい
う風で、忙しかったが楽しかった。よく考えると、砂
川闘争もこういう風だったのかもしれない。宮岡さん
の本を読んでいると実に多彩な人物がその力量を発揮
して砂川闘争を厚みも深みも、愉快さもある闘いにし
ていったのだから。
 　立川駅北口の情宣活動には、「団結」のむしろ旗が
登場した。福島さんははじめてのビラ配りで疲れはて
ていたが、筆者は「いつものこと」とどこ吹く風。そ
の一方で現地のあちこちに立てたがっちりした木製の
看板はすべて福島さんの自力制作。大工仕事も、穴ほ
りも、設計もこなす実力には恐れ入った。
　当日午前は雨。砂川学習館講堂での映画会は超満員
になった。高齢の砂川弁護団の相磯まつ江さんが感激
の挨拶をした。午後、雨があがり野外集会。かつて支
援の労働者や学生にふるまわれた「砂川鍋」を食べ、

最初に広島から取り寄せた「被爆アオギリ二世」を植
樹した。秋色の木々に囲まれたひろばにゆったりと
座って人形劇や歌、詩の朗読や三線演奏、バンド演奏
を楽しみ、妙法寺や横田からの挨拶を聞いた。会場は
かつて救護所のあったＫさんの家の裏手、まさに激闘
の現場で、国が買収した農家一軒分の敷地である。荒
れるままに放置された場所に、木を植える会が 25 年
前から木を植え、ブランコやベンチを作って子どもた
ちの遊び場を作り維持してきた。その苦労も報われる
集会だった。　
  実行委員会は解散したが、人の新しいつながりは続
いている。「平和ひろば」という場を作ってきた意味
は大きい。砂川闘争の持つ抱擁力、そして現地に生き
ている抵抗の意志の発信力はスゴイ、と思わずにはい
られない。

【Ｐ６下段から続く】
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天欄▶沖縄の翁長知事が国連人権理事会で発言し
た。「沖縄の人びとは自己決定権や人権をない

静かで哀切に満ちたメロディーに結晶してい
る。▶最近，1893 年にアメリカがハワイを

がしろにされています。…自国民の自由，平等，人
権，民主主義，そういったものを守れない国が，ど
うして世界の国々とその価値観を共有できるでしょ
うか。」ＮＧＯの枠を譲り受けたわずか２分余りの演
説は，米軍基地建設をめぐる日本国の横暴を告発し，
世界の人びとに訴える誇りに満ちた発言だった。▶
その後，沖縄県は辺野古埋め立て承認の取り消しを
決定。防衛省は「私人」として行政不服請求を行い，
身内の交通相が県の決定無効を裁決し，国は「代執
行」手続きへと進んでいる。いつからこの国は安倍
首相という「私人」の「私物」になったのだろう？  
地方自治の原則がどんどん破られていく。法的な改
悪ではあきたらず，強権で地方の声が圧殺されてい
く。安倍政権の主権在民無視は沖縄で極まってい
る。▶『沖縄歌ロマン』とタイトルのついたピアノ
曲集を買ってきて弾いている。気に入った一曲「芭
蕉布」。「この曲は，沖縄地方の琉球ラジオ放送のラ
ジオ・ホーム・ソングに 1965（昭 40）年に登場し，
本土復帰前の心の沈んだ沖縄の人びとの心に深く浸
透し，愛唱されました。」と短い解説。歌詞は，海と
空の青，南風に手招きしてゆれる芭蕉の緑の葉，唐
伝来の技術でつむぎ，機を織り，上納した浅地紺地
の芭蕉布。その布のある「我した島沖縄」（ワシタシ
マ　ウチナー）。米軍占領下で人びとが紡いだ夢が，

併合したときに発せられたハワイ王国最後の女王リ
リウオカラニの退位宣言を読んだ。兄の死により王
位を継いだ女王は，新憲法を発して改革を志した。
だが，砂糖農園を経営するアメリカ人らが砂糖製品
の非課税化のために合衆への併合を狙い，臨時政府
を組織して退位を迫った。アメリカ公使はホノルル
に水兵を上陸させて臨時政府に加担。女王はその圧
力に屈して退位し，ハワイ王国は滅亡した。退位宣
言は公使の行った処置の不当を訴え，合衆国政府は
それを正せと要求する誇り高いものである。▶併合
ののち，美しい自然に満ちた真珠湾は軍港として作
り変えられ，アメリカのアジア進出の拠点になって
いった。21 世紀になって韓国で美しい湾がアメリ
カの軍港として作り変えられようとしたとき，現地
で開かれたシンポジウムで，ハワイ島の環境問題に
取り組む学者がこの歴史的経緯を報告し，警鐘を鳴
らすレポートをしたことがある。辺野古の海も同じ
だ。ちがうのは，こうした経験が人びとに教訓とし
て伝えられ，抵抗の闘いが共有されるようになって
いることである。▶世界で沖縄は孤立していない。

「オキナワ反戦！」の声は世界に広がっていく。（Ｋ）
▶童謡「里の秋」は，戦後，復員する兵隊の様子を
流したＮＥＷＳ映画に使われた曲だが，元は戦意高
揚のために作られた曲。災い転じて福となす。（Ｍ）

オスプレイ反対署名へのご
協力に感謝します。引き続き
ご協力をお願いいたします。

　オスプレイの横田基地への飛来（MV-22）・配備（CV-
22）に反対する署名にご協力いただきありがとうござい
ます。10 月末現在で，横田・基地被害をなくす会と第
9 次横田基地公害訴訟原告団宛に届いた署名数は 5,700
筆を超えました。
　他団体と合わせると，約 1 万筆を超える署名数です。
これらの署名は，今年末か来年 1 月に，政府への要請
行動に併せて提出する予定です。　
　MV-22 の飛来は昨年より増加し，CV-22 の配備計画
は（環境レビューのいい加減さ！）強引です。そして，
初めの配備は 3 機で 2017 年末。その後 7 機が増えます。
　このことから，署名内容はこのままで，署名運動は

引き続き行っていきます。第 3 次集約日を 2016 年 3
月末します。
　ハワイの事故原因（エンジンが地上の砂塵を吸い込
み，内部が損傷したため）や（ペルシャ湾での事故原
因（出力が低下するメンテナンスモードで発進したた
め）が明らかになりつつあり，欠陥飛行機であること
は疑いのないものになっています。
　訓練空域を含めた横田基地周辺で，「これ以上の危険
や被害が増加することに反対だ」との声を更に広げま
しょう。併せて，沖縄のたたかいに思いを寄せましょう。
　来年こそ，平和で落ち着いた良い年にしたいもので
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局）


